
報告第１３号  

 

 

        地方自治法第 180 条の規定による市長の専決処分の         

        報告について  

 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第１項の規定により、議会において指

定されている事項について、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により

報告する。  

 

 

 

  令和４年８月 31 日  提出  

 

 

羽曳野市長  山入端  創     

 



別  紙  

 処  分  事  項                        

損害賠償額の決定及び和解  

 

 

専決年月日  

 

損 害 賠 償

の額  

損 害 賠 償 の 相

手方  

 

事件の概要  

 

和解事項  

令和４年  

 ７月 21日  

106,370 円  ■ ■ ■ ■ ■ ■

■■■■■■  

 ■■  ■■  

令 和 ４ 年 ３ 月 ５

日 午 後 １ 時 30 分

頃、羽曳野市立石川

ス ポ ー ツ 公 園 第 １

グ ラ ウ ン ド の 防 球

ネ ッ ト が 風 に 煽 ら

れ、隣接するサイク

リ ン グ ロ ー ド を 自

転 車 で 走 行 し て い

た相手方に接触し、

転 倒 し た こ と に よ

り、相手方を負傷さ

せたもの。  

(1) 本市は、相手

方に対し左記事

件に関する一切

の損害賠償金と

して左記金額を

払う。  

(2) 相手方は、本

市に対しその余

の請求権を放棄

する。  

 

 


